くまもと「花っていいよね。キャンペーン」協賛店募集要項

第１ 目的

１）熊本の地域社会へ花文化を普及させる事で、安らぎのある社会づくりを目指す。

２）地域に根ざした花屋さんの情報を発信することで、花のある暮らしを提案する。

３）熊本産の花の購入・利活用を推進することで、熊本県花き農業・花業界の振興を図る。

第２ 募集基準

キャンペーンの趣旨に賛同し、次の５つの基準を満たす店舗。

１ キャンペーン協賛店であることを、店頭に表示できること。（花き協会から各種媒体を提供するが、独自の表示方法でも可とする）

２ 出張アレンジ教室への出張依頼に、原則人員を派遣することができること。

３ 花の魅力を積極的にＰＲしており、花き協会ホームページに掲載することを目的にその情報を提供できること。

４ 花き協会が花き関係イベントに出展を行う際に、可能な範囲で積極的に参加できること。

５ スタンプカード等の協賛店共通販売促進活動に、制度の周知やカードの利用推進など、積極的に参加できること。

第３ キャンペーン協賛店の消費者に対するＰＲ

キャンペーン協賛店は、消費者に対して花の魅力を伝える活動を行っていることを次の方法によりＰＲできる。

（１）サイトを活用したＰＲ

（２）のぼり、シール、ポスター等の掲示によるＰＲ

（３）スタンプカードの推進によるＰＲ

（４）花き関係イベントへの出展

第４ 応募方法

キャンペーン協賛店の指定を受けようとする生花店は、別紙様式１の申込書を本部事務局熊本県花き協会（以下事務局という。）へ郵送、電子メール又は持参により提出するものとする。

第５ 応募期間

第一次応募期間は、平成１８年１２月から平成１９年１月１９日までとする。

第一次応募期間終了後も随時、募集を行うこととする。

第６ 審査・指定

本部は、申込書の内容を確認し、募集基準を満たすときはキャンペーン協賛店として指定し、店舗に通知するものとする。

第７ キャンペーン期間は、平成２１年１２月３１日までとする。

第８ 申込内容の変更及び指定の辞退

１ キャンペーン協賛店は、申込内容に変更が生じた場合は、当該内容の変更を届け出るものとする。

２ キャンペーン協賛店は、指定の辞退を行う場合又は募集基準に合致しなくなった場合は、指定辞退を届け出るものとする。
